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筆
者
は
近
年
、
南
宋
の
都
臨
安
に
つ
い
て
、
主
と
し
て
次
の
三
占
を

取
り
上
げ
、
研
究
を
進
め
て
き
た
。
第
一
は
南
宋
の
都
臨
安
の
成
立
過

程
で
あ
る
。
臨
安
は
南
宋
の
事
実
上
の
都
で
あ
り
な
が
ら
、
建
前
上
は

あ
く
ま
で
行
在
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
南
宋
の
都
臨
安
が
ど
の
よ
う

に
成
立
し
た
の
か
を
、
特
に
南
宋
政
権
宋
金
和
議
の
成
立
過
程
と
関

連
づ
け
て
検
討
し
た

(
1
)
。

第
三
は
臨
安
自
社
会
・
経
済
で
あ
る
。
臨
安
に
は
江
北
や
周
囲
の
農

村
等
か
ら
多
く
の
人
々
が
移
住
し
、
そ
の
数
は
土
着
の
者
に
数
倍
す
る

と
さ
え
い
わ
れ
た
。
そ
う
し
た
人
々
の
中
か
ら
特
に
下
層
民
・
禁
軍
を

取
り
上
げ
、
彼
ら
の
実
態
、
社
会
に
与
え
た
影
響
、
行
政
側
(
中
央
政

府
・
臨
安
府
)
の
対
応
等
を
検
討
し
た
。
ま
た
臨
安
で
発
行
さ
れ
た
紙

幣
の
う
ち
、
東
南
会
子
の
運
用
制
度
・
価
値
・
使
用
状
況
等
を
検
討
し

み
ん

(
2
1

第
一
ニ
は
臨
安
の
空
間
・
構
造
で
あ
る
。
臨
安
は
宋
代
の
都
市
、
特
に

坊
制
(
周
囲
に
坊
摘
を
め
ぐ
ら
せ
た
居
住
区
制
度
と
し
て
の
)
が
崩
壊

し
た
後
の
(
と
一
応
考
え
ら
れ
る
〕
都
市
で
あ
り
1
1
iそ
も
そ
も
宋
代

29 

高

橋

弘

臣

以
前
の
杭
州
に
、
王
華
北
の
長
安
洛
陽
と
同
様
の
坊
制
が
実
施
さ
れ
て

い
た
の
か
ど
う
か
疑
問
で
あ
る
け
れ
ど
も
|
|
、
江
南
の
一
地
方
都
市

か
ら
都
と
な
っ
た
都
市
で
あ
り
、
江
北
等
か
ら
大
量
の
移
住
者
を
受
け

入
れ
た
都
市
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
臨
安
の
空
間
・
構
造
等
が
い
か
な

る
も
の
で
あ
っ
た
か
、
と
い
う
点
に
対
し
検
討
を
加
え
た

(
3
)
。

臨
安
研
究
の
主
要
な
課
題
の
一
っ
と
し
て
、
大
量
の
移
住
者
が
そ
の

空
間
・
構
造
・
社
会
・
文
伯
等
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
か

と
い
う
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
ご
で
本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
筆
者
の

研
究
を
挫
理
し
つ
つ
、
南
宋
の
都
臨
安
田
成
立
に
つ
い
て
簡
単
に
言
及

し
た
後
、
大
量
の
人
々
の
移
住
が
臨
安
の
住
宅
事
情
に
及
ぼ
し
た
影
響

に
つ
い
て
紹
介
す
る
。
ま
た
移
住
し
て
き
た
人
々
の
中
か
ら
、
下
層

民
貧
民
と
し
て
生
活
し
て
い
た
人
々
を
取
り
上
げ
、
そ
の
実
態
や
行

政
側
の
対
応
を
紹
介
す
主
。
そ
し
て
そ
う
し
た
作
業
を
通
じ
て
、
臨
安

の
空
間
や
構
造
、
社
会
の
一
端
を
う
か
が
っ
て
み
た
い
。

南
宋
の
都
臨
安
田
成
立
過
程

1

宋
金
和
議
締
結
以
前

金
軍
は
靖
康
元
年
(
一
二
一
七
)
閣
十
一
月
、
北
宋
の
都
開
封
を
陥
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落
さ
せ
、
翌
二
年
三
月
;
四
月
に
か
け
て
徽
宗
・
欽
宗
及
び
皇
抜
・
官

僚
等
を
東
北
へ
連
行
し
、
北
宋
は
滅
亡
し
た
。
い
わ
ゆ
る
靖
康
の
変
で

あ
る
。
一
方
、
連
行
を
免
れ
た
徽
宗
の
第
九
子
趨
構
は
五
月
に
応
天
で

即
位
し
(
高
宗
)
、
宋
を
再
建
し
た
。

高
宗
は
即
位
後
、
金
軍
の
攻
撃
を
避
け
る
た
め
揚
州
、
さ
ら
に
江
南

へ
と
移
動
し
、
各
地
を
逃
げ
回
っ
て
い
た
(
杭
州
↓
建
康
↓
臨
安
(
杭

州
が
府
に
昇
悔
し
改
称
)
↓
越
州
↓
明
州
↓
海
上
↓
温
州
↓
紹
興
(
越

州
が
府
に
昇
格
し
改
称
)
↓
臨
安
)
が
、
紹
興
二
年
(
一
二
ニ
ニ
)
正

月
以
降
、
踊
安
に
滞
在
を
続
け
た
。
そ
り
主
な
理
由
と
し
て
金
軍
が
江

南
へ
の
侵
攻
を
中
止
し
た
こ
と
の
他
に
、
臨
安
は
大
運
河
の
南
端
に
位

置
し
、
漕
運
の
便
が
良
い
た
め
食
糧
の
調
達
が
容
易
で
あ
る
、
江
南
の

奥
深
く
に
あ
り
、
金
軍
が
侵
攻
し
て
き
て
も
江
南
の
主
要
都
市
の
中
で

は
比
較
的
安
全
で
あ
る
、
呉
越
の
時
代
に
都
と
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
、

風
光
明
娼
で
あ
る
、
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。
高
宗
の
滞
在
が
長
期
化
す
る

に
伴
い
、
臨
安
で
は
府
治
を
行
宮
に
改
修
す
る
工
事
が
推
進
さ
れ
る
と

と
も
に
、
官
庁
や
祭
相
施
設
(
太
廟
等
)
も
、
多
く
が
寺
院
等
の
既
存

の
建
造
物
に
仮
寓
す
る
形
で
設
置
さ
れ
た
。
ま
た
治
安
・
防
火
体
制
も

整
備
さ
れ
た
。

南
宋
の
政
府
部
内
で
は
、
建
国
時
よ
り
主
戦
派
(
金
の
撃
退
・
失
地

回
復
を
主
張
)
・
和
平
派
(
金
と
の
和
議
・
共
存
を
主
張
)
の
官
僚
が

対
立
し
て
い
た
。
主
戦
派
は
、
高
宗
の
滞
在
に
伴
っ
て
臨
安
が
整
備
さ

れ
、
事
実
上
の
郁
と
な
る
こ
と
は
、
南
宋
が
金
を
撃
退
し
、
失
地
を
回

復
す
る
意
志
を
放
棄
し
た
こ
と
を
示
す
に
他
な
ら
な
い
と
考
え
て
い

た
。
そ
れ
故
、
高
宗
は
江
南
の
奥
深
く
に
あ
る
臨
安
に
留
ま
る
べ
き
で

は
な
く
、
国
境
に
近
く
、
金
へ
の
進
撃
が
容
易
な
建
康
へ
移
る
べ
き
で

あ
る
と
主
張
し
た
。

紹
興
五
年
二
月
、
主
戦
派
の
中
で
も
強
硬
派
の
張
凌
が
宰
相
に
就
任

す
る
。
張
凌
は
金
に
対
す
る
北
伐
を
計
画
し
、
そ
の
総
司
令
官
と
な
る

よ
う
高
宗
を
説
得
し
た
。
高
宗
は
説
得
を
受
け
入
れ
、
紹
興
六
年
九
月

に
臨
安
を
離
れ
、
七
年
三
月
建
康
に
到
着
し
た
。
こ
の
間
、
建
康
で
は

行
宮
の
建
設
が
本
格
化
し
た
だ
け
で
な
く
、
諸
官
庁
や
太
廟
等
も
臨
安

か
ら
移
転
し
た
。
建
康
は
都
主
し
て
整
備
さ
れ
か
け
た
の
で
あ
る
。
町
と

こ
ろ
が
紹
興
七
年
八
月
に
准
西
田
兵
変
(
北
伐
軍
を
構
成
し
て
い
た
宣

撫
使
配
下
の
兵
士
の
叛
乱
事
件
)
が
勃
発
し
、
張
設
は
失
脚
し
て
し
ま

う
。
高
宗
は
和
平
派
の
領
袖
秦
檎
等
の
意
見
を
受
け
入
れ
、
八
年
二
月

臨
安
へ
も
ど
り
、
諸
官
庁
や
太
廟
等
も
高
宗
と
と
も
に
臨
安
へ
も
ど
っ

た
。
紹
興
八
年
三
月
に
宰
相
と
な
っ
た
秦
槍
は
、
主
戦
論
に
懐
疑
的
と

な
っ
た
高
宗
を
抱
き
込
み
、
和
議
へ
向
け
て
の
動
き
を
本
格
化
さ
せ

た
。
高
宗
と
秦
槍
は
政
府
部
内
の
主
戦
派
を
弾
圧
追
放
し
、
十
二
月

に
第
一
次
宋
金
和
議
を
締
結
す
る
の
で
あ
る
。
和
議
は
金
側
の
強
硬
派

の
反
発
に
遣
い
、
一
度
破
綻
す
る
が
、
紹
興
十
三
年
八
月
に
再
度
締
結

さ
れ
た
(
第
二
次
宋
金
和
議
)
。

2

宋
金
和
議
締
結
以
後

第
二
次
和
議
が
締
結
さ
れ
た
直
後
か
ら
、
臨
安
に
は
大
殿
や
祭
杷
施

設
等
、
都
で
あ
る
こ
と
を
象
徴
す
る
建
物
や
施
設
が
矢
継
ぎ
早
に
建

設
・
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
。
具
体
的
に
は
紹
興
十
二
年
、
行
宮
に
大
規

模
な
改
修
が
施
さ
れ
、
崇
政
(
文
徳
)
殿
と
な
っ
た
他
、
垂
挟
殿
が
新

た
に
建
設
さ
れ
た
。
十
三
年
に
は
景
霊
宮
・
郊
檀
が
建
設
さ
れ
た
他
、

太
廟
も
拡
張
さ
れ
、
北
宋
開
封
に
置
か
れ
て
い
た
も
白
と
比
肩
し
得
る
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規
模
に
な
っ
た
。
な
お
こ
の
年
、
南
宋
時
代
に
入
っ
て
初
め
て
の
本
格

的
な
南
郊
大
牝
が
臨
安
で
実
施
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
事
業
を
推
進
し
た
の
は
、
知
臨
安
府
の
王
喚
を
は
じ
め
と

す
る
秦
槍
配
下
の
実
務
官
僚
で
あ
る
。
和
平
派
は
和
議
締
結
後
、
都
で

あ
る
こ
と
を
象
徴
す
る
祭
配
施
設
や
大
殿
を
い
ち
は
や
く
建
設
・
整
備

す
る
こ
と
で
、
臨
安
を
建
前
上
は
行
在
で
あ
り
な
が
ら
も
事
実
上
白
都

と
し
て
定
着
さ
せ
、
南
宋
が
金
に
対
し
て
も
は
や
武
力
行
使
す
る
意
図

が
な
い
こ
と
を
内
外
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
と
と
も
に
、
強
康
箆
都
を
主
張

す
る
主
戦
派
を
押
さ
え
込
み
、
和
議
を
確
固
た
る
も
の
に
し
よ
う
と
し

た
と
考
え
ら
れ
る
。
宮
殿
祭
記
施
設
に
続
き
、
執
政
府
・
丞
相
府
、

三
省
六
部
等
の
主
要
官
庁
の
整
備
、
宮
城
を
阻
む
城
壁
の
建
設
等
が
行

わ
れ
、
紹
興
年
間
(
一
二
三

1
六
一
乙
末
に
終
了
し
た
。
か
く
て
臨

安
は
、
南
宋
の
事
実
上
の
都
と
し
て
の
機
能
を
本
格
的
に
発
揮
す
る
よ

う
に
な
る
の
で
あ
る
。

第
二
次
和
議
締
結
以
前
に
お
け
る
臨
安
の
建
設
・
整
備
事
業
は
、
高

宗
の
臨
安
滞
在
中
に
ほ
ぼ
限
定
し
て
、
し
か
も
便
宜
的
に
行
わ
れ
た
。

即
ち
行
宮
は
臨
安
の
府
治
を
利
用
し
、
官
庁
や
太
廟
等
の
施
設
は
多
く

が
寺
院
等
の
既
存
白
建
造
物
に
適
宜
仮
寓
す
る
形
で
設
置
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
そ
し
て
和
議
が
締
結
さ
れ
る
と
、
そ
れ
ら
の
配
置
は
抜
本
的
に

改
め
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
ま
ま
改
修
工
事
が
施
さ
れ
、
且
つ
足
り

な
い
宮
殿
・
官
庁
・
施
設
が
空
閑
地
を
探
し
て
、
或
い
は
既
存
の
建
造

物
を
再
利
用
す
る
形
で
倉
卒
に
建
設
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
成
立
の
経
緯

を
た
ど
っ
た
こ
と
は
、
臨
安
の
計
画
都
市
と
し
て
の
性
格
を
一
層
希
薄

に
す
る
こ
と
と
な
っ
た

(
4
〕。

き
て
北
宋
末
に
金
軍
由
侵
攻
が
始
ま
る
と
、
江
南
に
は
江
北
か
ら
戦
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乱
や
金
の
支
配
を
逃
れ
て
多
く
の
人
々
が
流
入
し
始
め
た
コ
臨
安
に
も

多
く
の
人
々
が
移
住
し
て
き
た
が
、
臨
安
が
南
宋
の
事
実
上
の
都
と
な

る
の
に
伴
い
、
『
建
炎
以
来
繋
年
要
録
』
巻
一
七
三
、
紹
興
二
十
六
年

七
月
丁
巳
条
に

臨
安
府
は
兵
火
を
累
経
し
て
よ
り
の
後
、
戸
口
の
存
す
る
所
、
裁

か
に
十
の
二
三
。
而
る
に
西
北
の
人
、
駐
揮
を
以
て
幅
湊
駅
集

し
、
土
着
に
数
倍
す
。
今
の
富
室
大
買
、
往
往
に
し
て
是
な
り
。

と
あ
る
が
如
く
、
江
北
か
ら
の
移
住
者
は
一
層
増
大
し
、
土
着
の
人
々

に
数
倍
し
た
と
も
い
わ
れ
る
。
ま
た
周
辺
の
農
村
等
か
ら
も
人
々
が
流

入
し
て
お
り
、
臨
安
(
杭
州
)
の
人
口
は
、
北
宋
末
に
は
四
イ
万

1
五

十
万
人
で
あ
っ
た
の
が
、
陶
宋
時
代
に
な
る
と
、
城
内
外
併
せ
て
百
万

人
を
超
え
て
い
た
と
自
説
も
あ
る

(
5
)
。
こ
の
よ
う
に
人
口
が
急
増
し

た
結
果
、
臨
安
で
は
様
々
な
住
宅
問
題
が
発
生
し
た
。

臨
安
の
住
宅
と
空
間

1

有
力
者
の
邸
宅
の
建
設

臨
安
に
移
住
し
て
き
た
人
々
の
う
ち
、
皇
族
・
宰
相
等
の
高
級
官

僚
・
直
宮
武
将
大
商
人
等
の
有
力
者
は
、
臨
安
の
城
内
外
に
広
大

な
邸
宅
を
所
有
し
た
。
域
内
に
お
け
苔
有
力
者
の
邸
宅
は
、
西
湖
に
近

い
た
め
飲
料
水
の
便
が
良
く
、
生
活
環
境
の
良
好
な
域
内
西
部
の
清
瀬

河
一
帯
、
旦
(
山
の
北
側
の
他
、
南
北
の
軸
線
で
あ
る
御
街
の
両
側
、
東

西
の
軸
線
で
あ
る
崇
新
門
と
御
街
と
を
結
ぶ
街
路
の
南
側
、
景
色
の
良

い
呉
山
・
万
松
嶺
鳳
恩
山
一
帯
等
に
多
く
建
設
さ
れ
た
(
図
l
)
。

有
力
者
が
邸
宅
を
所
有
す
る
に
至
る
経
緯
は
様
々
で
あ
り
、
例
え
ば

南
宋
政
府
が
賜
第
と
称
し
て
、
宰
相
等
の
高
級
官
僚
や
対
金
戦
争
で
手



32 

一一一一軍何

一一一ー主要道路

塘江

500 1000 1500m 



南宋臨安の空間と社会

柄
を
立
て
た
武
将
に
邸
宅
を
支
給
し
た
り
、
資
金
を
出
し
て
邸
宅
を
造

営
し
て
や
っ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
ま
た
政
府
は
犯
罪
者
の
住
宅

や
、
戸
絶
と
な
っ
た
住
宅
を
没
収
し
て
出
売
し
て
お
り
、
有
力
者
は
そ

う
し
た
住
宅
を
購
入
し
、
増
改
築
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
さ
ら
に
有
力

者
は
権
力
や
財
力
に
も
の
を
言
わ
せ
て
土
地
を
買
い
上
げ
、
時
に
は
街

路
・
運
河
等
を
不
法
占
拠
(
侵
占
)
し
た
り
、
住
民
を
立
ち
退
か
せ
た

り
し
て
邸
宅
を
築
く
と
い
う
こ
と
も
行
っ
た
(
旦
。

有
力
者
の
う
ち
、
南
宋
初
期
に
宣
搬
使
や
禁
軍
白
司
令
宮
と
な
っ
た

武
将
(
劉
光
世
・
楊
存
中
等
)
、
宰
相
秦
檎
や
彼
と
結
託
し
て
権
力
を

ふ
る
っ
た
高
宗
の
侍
医
王
継
先
の
邸
宅
等
は
、
特
に
広
大
で
豪
華
で

あ
っ
た
こ
と
が
諸
史
料
か
ら
う
か
が
え
る
。
例
え
ば
清
湖
河
に
か
か
る

洪
福
橋
の
と
こ
ろ
に
建
て
ら
れ
た
儲
存
中
の
邸
宅
は
「
規
製
甚
だ
広
」

く
、
傍
ら
に
諸
子
の
邸
宅
四
軒
が
建
て
ら
れ
た
が
、
そ
れ
ら
も
「
皆
極

め
て
宏
鹿
」
で
あ
っ
た
。
ま
た
存
中
が
西
湖
か
ら
水
を
引
い
て
邸
宅
の

周
囲
に
廻
ら
せ
た
、
と
こ
ろ
、
ま
る
で
宮
禁
の
よ
う
だ
し
乙
の
批
判
が
台
臣

か
ら
出
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
新
聞
門
内
田
望
仙
稲
東
に
あ
っ
た
秦
檎
の

邸
宅
は
「
土
木
の
一
一
躍
を
窮
む
」
と
表
現
さ
れ
、
建
設
に
必
要
な
資
材
を

供
給
す
る
た
め
両
所
転
運
司
に
箔
場
と
い
う
部
局
が
わ
ざ
わ
ざ
設
け
ら

れ
、
「
費
や
す
所
勝
げ
て
計
う
べ
か
ら
ず
」
で
あ
っ
た
。
蒲
橋
の
傍
ら

(
東
青
門
と
御
街
を
結
ぶ
街
路
の
南
)
に
あ
っ
た
王
継
先
の
邸
宅
は

「
屋
宇
台
樹
は
皆
高
広
宏
麗
に
し
て
都
人
之
を
快
楽
仙
宮
と
謂
う
、
借

惨
と
謂
う
ベ
し
」
と
記
さ
れ
、
建
築
に
際
し
て
は
周
辺
の
民
家
数
百
戸

を
立
ち
退
か
せ
、
街
路
二
条
を
侵
占
し
、
さ
ら
に
逝
河
(
茅
山
河
と
思

わ
れ
る
)
を
埋
め
立
て
た

(
7
)
。

有
力
者
の
邸
宅
は
、
住
民
の
立
ち
退
き
・
街
路
や
運
河
の
不
法
占
拠
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以
外
に
も
様
弁
な
問
題
を
引
き
起
こ
し
て
い
た
。
例
え
ば
劉
公
正
な
る

富
官
の
邸
宅
が
西
湖
か
ら
飲
料
水
を
引
く
水
池
を
占
拠
し
、
飲
料
水
を

汚
染
き
せ
た
た
め
、
処
罰
さ
れ
る
と
い
っ
た
事
件
が
生
じ
て
い
る
。
ま

た
王
継
先
に
つ
い
て
「
多
く
宮
司
の
地
分
を
侵
L
、
陶
家
巷
の
察
屋
、

血
旦
楽
橋
の
宮
地
の
如
き
は
皆
強
占
を
被
り
、
一
一
房
廊
を
起
護
し
、
賃
値
を

収
領
」
し
た
と
の
記
述
が
見
ら
れ
る
如
く
、
有
力
者
の
経
営
す
る
借

家
・
貸
倉
庫
が
街
路
・
運
河
官
有
地
等
を
占
拠
す
る
と
い
う
こ
と
も

あ
っ
た
(
8
1

臨
安
の
特
に
域
内
で
は
、
有
力
者
に
よ
る
土
地
の
占
有

が
進
行
し
て
い
た
。

2

下
層
民
に
よ
る
街
路
・
運
河
等
の
占
拠

臨
安
で
は
有
力
者
以
外
に
、
江
北
や
周
囲
の
農
村
等
か
ら
流
入
し
て

き
た
下
層
民
貧
民
が
建
て
た
浮
屋
・
蓬
屋
(
粗
末
な
掘
っ
立
て
小
屋

の
如
き
住
宅
)
や
浮
舗
(
露
届
出
践
の
類
)
が
、
街
路
や
柄
、
運
河

の
河
岸
等
を
不
法
に
占
拠
す
る
と
い
う
問
題
も
頻
発
し
て
い
た
。
一
例

と
し
て
『
宋
会
要
輯
稿
』
(
以
下
『
宋
会
要
』
と
略
す
)
方
域
一

o
i

八
「
道
路
」
、
淳
回
、
三
年
(
一
一
七
六
)
十
二
月
十
一
日
条
所
載
の
詔

に

臨
安
府
の
都
亭
駅
よ
り
嘉
会
門
裏
の
一
帯
に
至
る
居
民
は
、
旧
来

官
路
を
侵
佑
し
、
浮
屋
を
接
造
し
、
近
ご
ろ
郊
肥
大
礼
に
縁
り
折

ま

た

去
す
る
も
、
旋
復
搭
蓋
す
。

と
あ
る
。
都
亭
駅
よ
り
嘉
会
門
内
の
一
帯
、
と
い
う
の
は
、
宮
城
を
函
む

内
械
と
外
城
と
の
隙
間
で
あ
り
、
右
の
史
料
か
ら
は
そ
の
よ
う
な
と
こ

ろ
に
ま
で
貧
民
が
入
り
込
み
、
南
郊
大
礼
の
際
に
皇
帝
の
御
成
道
と
な

る
街
路
を
占
拠
し
、
浮
屋
を
密
集
し
て
建
て
て
い
た
こ
と
、
大
礼
の
実



34 

施
に
伴
い
、
行
政
側
は
そ
う
し
た
浮
屋
を
一
旦
撤
去
し
た
も
の
の
、
再

び
建
造
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
等
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
運
河
の
場
合
、

住
民
が
湾
岸
を
占
拠
す
る
だ
け
で
な
く
、
運
河
に
ご
み
等
を
投
棄
し
て

埋
め
立
て
、
そ
こ
を
宅
地
伯
し
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
っ
た
(
旦
。
こ
う

し
た
状
態
を
放
置
し
て
お
け
ば
、
交
通
や
運
輸
に
支
障
を
き
た
す
こ
と

に
な
る
た
め
、
行
政
側
は
占
拠
を
行
う
住
宅
や
商
白
を
強
制
的
に
撤
去

し
た
り
、
占
拠
す
る
者
を
捕
ら
え
て
獄
に
送
っ
た
り
す
る
等
の
措
置
を

講
じ
た
(
叩
)
。

し
か
し
数
多
く
の
住
宅
を
一
時
に
撤
去
す
る
の
は
容
易
な
作
業
で
は

な
く
、
様
々
な
ト
ラ
ブ
ル
を
伴
い
、
効
果
の
程
も
疑
わ
し
い
も
白
で

あ
っ
た
。
例
え
ば
『
宋
会
要
』
方
城
一
三
一
一
七
「
橋
脚
咋
」
、
紹
興
三

年
七
月
二
十
二
日
条
所
載
の
詔
に

昨
ご
ろ
臨
安
府
の
申
請
に
縁
り
、
柿
道
の
去
処
の
居
民
に
し
て
、

茅
草
を
搭
蓋
す
る
の
席
屋
は
、
並
び
に
訴
去
せ
し
む
。
其
れ
本
府

並
び
に
預
め
的
確
の
去
処
を
定
め
ず
、
一
二
日
の
内
に
了
畢
せ
ん

と
し
、
却
て
官
吏
を
し
て
至
る
所
撞
挺
ぜ
し
む
る
を
縦
し
、
当
に

訴
去
す
べ
き
に
係
わ
ら
さ
る
白
処
も
亦
起
動
を
行
う
有
り
、
小
民

よ

安
全
な
ら
ず
。
臨
安
府
分
析
措
置
し
、
法
の
因
依
る
無
く
ん
ぱ
、

即
ち
転
運
司
を
し
て
体
究
せ
し
む
。

と
あ
る
通
り
、
現
場
の
官
吏
が
撤
去
す
べ
き
住
宅
を
事
前
に
き
ち
、
ん
と

定
め
て
お
ら
ず
、
倉
卒
巨
つ
行
吉
当
た
り
ば
っ
た
り
に
撤
去
作
業
を

行
っ
た
結
果
、
不
法
占
拠
を
行
っ
て
い
な
い
、
即
ち
撤
去
す
る
必
要
の

な
い
住
宅
ま
で
撤
去
し
て
し
ま
い
、
騒
擾
を
起
こ
し
て
い
た
。
ま
た
前

に
引
用
し
た
『
宋
会
要
』
方
域
一

o
l八
「
道
路
」
、
淳
照
三
年
十
二

月
十
一
日
条
所
識
の
詔
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
住
宅
を
撤
去
し
た

と
こ
ろ
で
、
そ
の
跡
地
に
は
暫
く
す
る
と
再
び
住
宅
が
建
て
ら
れ
て
し

ま
う
こ
ど
も
多
か
っ
た
。
そ
こ
で
詔
の
続
き
に

応
ゆ
る
目
前
の
界
至
の
如
き
は
、
且
ら
く
旧
に
依
る
を
聴
L
、
其

れ
今
次
の
侵
展
、
及
び
官
路
の
大
段
に
窄
狭
な
る
去
処
は
、
日
下

に
折
載
し
、
其
の
余
白
此
の
似
き
侵
伯
す
る
去
処
は
、
本
府
を
し

て
相
度
し
、
開
具
以
間
せ
し
む
。

と
あ
る
が
如
く
、
行
政
側
は
撤
去
に
際
し
、
以
前
占
拠
さ
れ
て
い
た
線

ま
で
の
占
拠
は
認
め
、
今
回
そ
の
線
を
越
え
て
新
た
に
占
拠
し
た
住

宅
、
及
び
街
路
を
大
幅
に
狭
く
し
て
い
る
住
宅
の
み
撤
去
す
る
こ
と
を

定
め
て
い
る
ケ
1
ス
も
見
ら
れ
る
。
部
分
的
に
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、

行
政
側
は
占
拠
を
認
め
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

3

住
宅
の
増
加
・
密
集
と
火
災
の
大
規
模
化

北
宋
時
代
の
杭
州
で
は
、
域
内
の
住
宅
は
環
境
の
良
い
西
部
一
帯
に

多
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
当
時
は
西
部
一
帯
に
さ
え
、
空
閣

地
・
巣
樹
園
・
農
地
等
が
存
在
し
た
。
場
和
甫
の
『
行
都
紀
事
』
は
、

清
湖
河
に
か
か
る
井
亭
橋
一
帯
の
様
子
を
「
A
R
家
園
は
今
の
井
亭
稲
田

南
に
在
り
、
向
時
未
だ
民
の
占
す
る
所
と
為
ら
ず
、
皆
荒
地
に
し
て
或

は
稲
を
種
え
或
は
麦
を
種
え
、
故
に
因
り
て
園
を
以
て
名
と
為
す
」
と

記
し
、
稲
や
麦
が
植
え
ら
れ
、
品
問
家
隠
と
称
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
伝
え

て
い
る
。
ま
た
域
内
東
部
は
湿
地
帯
で
あ
る
こ
と
に
加
え
て
飲
料
水
の

使
も
悪
か
っ
た
た
め
、
東
青
門
内
に
就
糧
禁
軍
の
軍
営
が
あ
っ
た
(
叶
)

他
、
住
宅
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
か
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
元
祐
四
年
i

六
年
(
一

O
八
九
ら
九
一
)
に
か
け
て
知
杭
州
を
つ
と
め
た
蘇
試
は
、

『
蘇
紙
文
集
』
巻
三

O
「
申
三
省
起
請
開
湖
六
条
状
」
の
中
で
、
東
部
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に
関
し
「
人
戸
が
稀
少
で
あ
る
こ
と
は
郷
村
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ

る
」
と
述
べ
て
い
る
。
周
揮
の
『
清
波
雑
士
山
』
巻
三
「
銭
塘
旧
景
」
に

は
「
昔
歳
の
風
物
、
今
と
同
じ
か
ら
ず
、
四
隔
皆
空
週
に
し
て
人
跡
到

ら
ず
。
宝
蓮
山
・
呉
山
・
万
松
嶺
は
林
木
茂
密
し
、
何
ぞ
嘗
て
人
居
有

ら
ん
」
と
あ
り
、
城
内
の
四
隅
や
呉
山
・
万
松
嶺
・
鳳
風
山
の
一
帯
に

も
人
は
住
ん
で
い
な
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

と
こ
ろ
が
南
宋
時
代
に
入
る
と
、
域
内
に
は
有
力
者
の
邸
宅
を
は
じ

め
と
す
る
住
宅
が
噌
加
し
、
特
に
西
部
で
は
十
二
世
紀
後
半
に
な
る

と
、
住
宅
が
密
集
し
て
建
ち
並
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
具
体
例
を
挙
げ
る

な
ら
ば
、
前
引
『
行
都
紀
事
』
は
命
家
周
一
帯
の
変
貌
ぶ
り
を
「
今
は

則
ち
蜂
房
蟻
宜
闘
の
如
く
、
撞
く
房
廊
・
原
舎
巷
間
と
為
り
、
極
め
て

認
め
難
し
と
為
す
。
蓋
し
其
の
錯
雑
た
る
こ
と
、
碁
局
と
相
い
類
す
る

な
り
」
と
記
し
て
い
る
。
即
ち
か
つ
て
稲
や
麦
が
植
え
ら
れ
て
い
た
の

が
、
現
在
は
碁
石
を
び
っ
し
り
お
い
た
碁
盤
の
よ
う
に
建
物
が
建
ち
並

ん
で
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
『
宋
会
要
』
食
貨
五
二
三
七

「
祇
候
庫
」
、
嘉
泰
元
年
(
一
二

O
一
)
一
一
一
月
二
十
五
日
条
所
載
心
太
常

寺
の
言
に
「
祇
候
庫
は
元
嬬
米
倉
巷
に
在
り
。
四
辺
皆
是
れ
居
民
の
屋

字
に
し
て
相
接
す
る
こ
と
更
に
尺
寸
の
空
隙
の
去
処
無
く
、
今
遺
漏
に

因
り
延
焼
を
被
る
を
致
す
」
と
あ
り
、
祇
候
庫
(
官
僚
の
祭
問
加
の
衣

装
等
を
保
管
し
て
お
く
倉
庫
)
は
も
と
呉
山
の
北
に
位
置
す
る
嬬
米
倉

巷
に
あ
っ
た
が
、
周
囲
に
は
住
」
揺
が
隙
聞
な
く
建
ち
並
ん
で
い
る
た

め
、
火
災
が
起
き
た
際
に
延
焼
を
被
っ
た
と
見
え
て
い
る
。
こ
の
一
帯

(
左
一
廟

1
左
三
期
に
相
当
{
担
)
)
に
は
有
力
者
の
邸
宅
の
他
、
一
般

の
官
僚
や
文
人
、
裕
福
な
商
人
等
の
住
宅
、
官
僚
の
官
舎
等
も
多
く
設

け
ら
れ
た

(
3。
一
帯
で
坊
(
坊
騎
で
固
ま
れ
た
居
住
区
で
は
も
ち
ろ
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ん
な
く
、
主
要
街
路
か
ら
枝
分
か
れ
す
る
小
道
脇
道
の
入
り
口
に
設

け
ら
れ
た
ア
ー
ケ
ー
ド
、
大
抵
典
雅
な
美
称
が
付
け
ら
れ
る
)
の
増
加

が
顕
著
な
の
は
(
表
I
)
、
坊
を
設
け
る
こ
と
で
自
ら
の
居
住
区
を
ア

臨安志に見える坊の数

乾道臨安志 1享祐臨安志 戚j享臨安志

左府 14 22 23 
(左ー南府 4) (左ー南府 4)

(左ー北府 18) (左北府 19)
左二府 14 16 18 
左三廟 5 B B 
小計 33 46 49 

右一廟 9 10 10 
右二府 18 18 17 
右三府 7 7 6 
右四廟 I 2 
小計 35 36 35 

表 l
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ピ
l
ル
し
よ
う
と
す
る
、
そ
れ
な
り
に
地
位
身
分
の
あ
る
人
々
の
住

宅
が
増
加
し
た
こ
と
が
主
因
と
考
え
ら
れ
る
。

住
宅
は
城
内
の
東
部
一
帯
で
も
増
加
し
て
お
り
、
茅
山
河
と
い
う
運

河
の
大
半
が
住
宅
に
よ
っ
て
埋
め
立
て
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
即
ち
『
戚
l

-
一
存
臨
安
志
』
巻
三
五
「
河
域
内
」
に

徳
寿
宮
の
東
に
元
茅
山
河
有
り
。
宮
基
を
展
拓
す
る
に
図
り
棋
慈

し
、
静
静
し
く
民
戸
包
占
し
、
惟
だ
水
を
去
り
し
大
溝
存
す
る
の

み
。
蒲
橋
の
修
内
司
営
に
至
る
。
填
援
の
及
ば
ざ
る
者
、
故
道
尚

存
し
、
後
軍
東
橋
よ
り
梅
家
橋
河
に
至
る
。

と
あ
り
、
茅
山
河
は
徳
寿
宮
(
も
と
秦
櫓
の
邸
宅
)
の
拡
張
や
、
河
道

を
占
拠
し
、
そ
こ
に
住
宅
を
建
て
よ
う
と
す
る
民
戸
に
よ
っ
て
埋
め
立

て
ら
れ
て
し
ま
い
、
そ
う
し
た
状
態
は
東
青
門
内
の
蒲
橋
北
に
あ
る
修

内
司
の
軍
営
ま
で
続
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
呉
山
・
鳳
風
山
万

松
嶺
等
の
一
帯
で
は
富
官
・
膏
吏
裕
福
な
商
人
等
の
邸
宅
が
数
多
〈

建
設
さ
れ
た
(
想
。
住
宅
は
、
域
外
で
も
城
門
外
の
草
市
・
鎮
を
中
心

に
増
加
し
て
お
り
、
南
宋
時
代
に
入
る
と
新
し
い
草
市
が
出
現
し
た

他
、
域
外
に
も
廟
が
設
置
さ
れ
て
い
る
(
市
)
。
恐
ら
く
城
内
西
部
か
ら

溢
れ
出
た
人
々
が
東
部
、
さ
ら
に
は
城
外
に
住
み
つ
い
た
と
考
え
ら

れ
、
こ
れ
ら
の
地
域
に
は
下
層
民
・
貧
民
も
多
か
っ
た
と
推
察
さ
れ

る。
こ
う
し
た
住
宅
の
嬬
加
密
集
は
火
災
発
生
時
に
延
焼
を
招
昔
、
火

災
を
大
規
模
化
さ
せ
た
。
行
政
側
は
火
災
の
発
生
・
延
焼
を
防
P
た

め
、
様
々
な
措
置
を
講
じ
た
が
、
住
宅
と
関
連
し
て
注
目
さ
れ
る
の

は
、
城
内
田
住
宅
を
撤
去
し
て
空
閑
地
を
設
け
た
こ
と
で
あ
る
。
即
ち

紹
興
三
年
に
詔
が
下
さ
れ
、
火
災
の
起
き
た
場
所
に
は
幅
一
丈
五
尺
、

そ
う
で
な
い
と
こ
ろ
に
は
幅
一
丈
の
火
巷
と
呼
ば
れ
る
空
閑
地
を
設
け

る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
執
政
宅
・
侍
従
宅
の
周
囲
に
は
幅
三
丈
の
、

倉
庫
等
財
政
施
設
の
周
囲
に
は
幅
五
丈
の
火
巷
を
設
け
る
こ
と
が
定
め

ら
れ
た
(
叩
)
。

し
か
し
火
巷
を
設
け
る
と
い
っ
て
も
、
果
た
し
て
規
定
通
り
に
行
わ

れ
た
の
か
、
規
定
通
り
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
の
程
度
の
ス
ペ
ー
ス

で
本
当
に
延
焼
を
阻
止
で
き
た
の
か
疑
問
で
あ
る
。
ま
た
火
巷
の
多
く

は
結
局
占
有
さ
れ
、
住
宅
が
建
て
ら
れ
て
し
ま
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

『
宋
会
要
』
食
貨
五
一

1
一
四
k
一
五
「
左
蔵
庫
」
、
嘉
泰
四
年
五
月
十

六
日
条
が
載
せ
る
戸
部
の
上
言
に
は
、
当
時
清
湖
河
の
北
部
に
存
在
し

た
左
蔵
庫
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

左
蔵
庫
は
旧
来
圏
諸
を
二
重
に
建
置
し
、
防
備
甚
だ
厳
な
り
。
比

年
多
〈
隣
近
の
民
股
・
官
一
円
、
格
外
の
空
地
を
侵
占
し
、
閉
ま
鰭

屋
相
連
な
る
有
り
。
朝
廷
近
来
火
政
を
講
求
L
、
若
し
預
め
申
奏

を
行
わ
ず
ん
ば
、
忽
ち
穿
近
に
疎
虞
有
り
。
利
害
軽
き
に
あ
ら

ず。

左
蔵
庫
は
防
壁
が
二
重
に
設
け
ら
れ
、
警
備
が
甚
だ
厳
重
で
あ
っ
た

が
、
防
壁
の
外
部
に
設
け
ら
れ
た
空
閑
地
(
即
ち
火
巷
)
が
占
拠
さ

れ
、
住
宅
が
密
着
し
て
ひ
さ
し
を
連
ね
る
よ
う
に
建
ち
並
ん
で
お
り
、

火
災
が
発
生
し
た
ら
延
焼
を
招
く
危
険
性
が
高
い
、
と
い
う
の
で
あ

る
。
住
民
を
空
間
的
に
強
く
統
制
す
る
坊
制
の
よ
う
な
制
度
が
存
在
せ

ず
、
且
つ
様
々
な
階
層
由
移
住
者
を
大
量
に
受
け
入
れ
た
臨
安
の
、
特

に
域
内
の
住
宅
事
情
は
、
か
な
り
無
秩
序
で
混
乱
し
て
い
た
と
の
印
象

を
受
け
る
。
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借
家
の
盛
行

臨
安
に
は
賃
貸
住
宅
が
多
く
、
官
営
の
他
、
有
力
者
に
よ
っ
て
経
営

さ
れ
る
も
の
も
あ
っ
た
。
因
み
に
有
力
者
の
中
に
は
貸
倉
庫
や
解
庫

(
質
屋
)
を
経
営
す
る
者
も
お
り
、
例
え
ば
城
内
北
部
に
は
官
官
や
大

商
人
等
の
場
房
(
貸
倉
庫
)
が
数
十
箇
所
も
建
設
さ
れ
、
そ
の
長
さ
は

数
千
聞
に
及
ん
だ
と
い
う
。
臨
安
に
お
け
る
有
力
者
。
不
動
産
投
資
は

活
発
で
あ
っ
た
(
立
。

借
家
の
住
人
の
中
で
多
か
っ
た
の
は
江
北
や
周
囲
の
農
村
等
、
外
部

か
ら
流
入
し
て
き
た
人
々
、
特
に
下
層
民
・
貧
民
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
暑
中
厳
寒
期
や
長
雨
・
降
雪
等
の
際
に
、
家
賃
(
一
房
銭
儲

銭
等
と
記
さ
れ
る
)
を
数
日
単
位
で
減
免
す
る
命
が
下
さ
れ
て
い
る

(表
2
)
こ
と
か
ら
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
彼
ら
は
屋
外
で
の
労
働
が

困
難
に
な
る
と
、
途
端
に
日
割
り
の
零
細
な
家
賃
さ
え
払
え
な
く
な
っ

て
し
ま
う
そ
の
日
暮
ら
し
の
人
々
で
あ
り
、
往
々
に
し
て
家
主
の
不
当

な
家
賃
つ
り
上
げ
に
苦
し
め
ら
れ
て
い
た
。
『
宋
会
要
』
刑
法
二

l
一

四
七
「
禁
約
」
、
紹
興
三
年
七
月
二
十
二
日
条
に

江
北
よ
り
流
寓
す
る
の
入
、
屋
を
賃
し
て
居
住
し
、
多
く
業
主
の

騒
擾
を
被
り
、
房
銭
を
添
搭
せ
ら
れ
、
坐
し
て
窮
困
を
致
す
。
又

立
証
布
兼
井
の
家
、
{
団
地
を
占
拠
し
、
房
廊
を
起
議
し
、
重
ね
て
人

に
賃
与
し
、
銭
数
増
多
し
、
小
人
重
ね
て
困
し
む
。

と
あ
り
、
臨
安
で
は
江
北
よ
り
流
入
し
て
き
た
人
々
が
多
く
借
家
に
住

ん
で
い
た
こ
と
、
有
力
者
は
土
地
を
占
拠
す
る
等
し
て
盛
ん
に
借
家
を

建
て
、
人
に
貸
与
し
て
家
賃
を
つ
り
上
げ
る
の
で
、
貧
し
い
住
人
が
苦

し
ん
だ
こ
と
等
が
知
ら
れ
る
。

臨
安
で
は
官
僚
と
そ
り
家
族
も
借
家
に
住
む
こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ
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の
理
由
と
し
て
地
価
に
伴
い
住
宅
の
価
格
も
高
騰
し
(
想
、
中
・
下
級

官
僚
に
は
手
が
出
に
く
か
っ
た
、
官
舎
が
あ
っ
た
も
の
の
数
が
限
ら
れ

て
い
た
、
官
僚
に
は
転
勤
が
あ
る
た
め
、
さ
し
あ
た
り
借
家
に
住
む
の

が
便
利
で
あ
っ
た
、
等
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
臨
安
で
行
わ
れ
る
科
挙

に
は
多
く
の
受
験
生
が
集
ま
り
、
例
え
ば
省
試
の
受
験
生
田
数
は
一
回

一
万
人
に
及
ん
だ
。
こ
う
し
た
受
験
生
の
中
に
も
借
家
に
住
む
者
が
い

た
と
拙
察
さ
れ
る
。
火
事
で
焼
け
出
さ
れ
、
資
産
を
失
っ
て
し
ま
っ
た

者
も
借
家
に
住
ん
だ
こ
と
が
う
か
が
え
る
(
想
。

臨
安
の
社
会
と
下
層
民

1

臨
安
の
下
層
民

臨
安
に
は
、
史
料
に
「
細
民
」
「
下
層
民
」
「
貧
乏
之
人
」
「
小
人
」

「
小
民
」
等
と
記
さ
れ
る
人
々
、
即
ち
江
北
や
周
囲
の
農
村
等
か
ら
ほ

と
ん
ど
着
の
身
着
の
ま
ま
で
流
入
し
、
下
層
民
・
貧
民
と
し
て
生
活
す

る
者
も
多
か
っ
た
。
彼
ら
は
屋
台
を
出
し
た
り
、
振
り
売
り
を
し
た
り

す
る
零
細
な
商
人
や
手
工
業
者
、
庖
舗
・
屋
敷
等
の
雇
傭
労
働
者
、
日

雇
い
労
働
者
、
乞
巧
-
浮
浪
者
等
か
ら
構
成
さ
れ
、
一
日
僅
か
数
百
文

程
度
の
乏
し
い
収
入
を
得
、
数
文
:
数
十
文
程
度
の
零
細
な
家
賃
を
日

割
り
で
払
っ
て
借
家
に
住
ん
だ
り
、
街
路
や
運
河
白
河
岸
等
に
掘
っ
立

て
小
屋
町
如
き
粗
末
な
住
居
を
建
て
た
り
し
て
生
活
し
て
い
た
(
旬
。

下
層
民
の
数
に
つ
い
て
は
、
淳
照
年
間
(
一
一
七
四

I
八
九
)
に
臨

安
域
内
外
の
細
民
を
対
象
と
し
た
賑
済
(
銭
米
の
無
料
支
給
)
を

行
っ
た
際
、
二
十
六
万
八
千
余
口
が
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
た
こ
と
、
養

済
院
病
坊
(
安
済
坊
)
等
の
救
済
施
設
(
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
後

述
)
に
収
容
さ
れ
て
い
る
者
を
加
え
る
と
そ
の
数
は
さ
ら
に
増
大
し
た



表2 臨安における房銭等の減免状況

年号 句ー 月 日 時 免 の 状 祝 出典

紹興 2 8 9 臨安府に詔し 火事により官私の房銭は貫百を以て 会・食

せず、並びに五日を放っ。 59-23 

3 II 22 火事により陥安の官私の白地房銭は貰百を以てせず 会・瑞

並びに半月を放っ。 2-35 

6 2 壬戊 臨安府の{故舎銭は多寡を以てせず、並びに三分のうち 要蹄98

一分を植じ、白地盤は四分の を減ず。

9 3 己主 連日陰雨により細民易からず、臨安府内外の官私の房 要録
(1ヲ) 銭ー白地哉は頁百を以てせず、'1Eびに三日を放つ。是 127 

より同雪あれば則ち之の如くす。 会・瑞

3-5 

17 2 辛丑 臨安府は官私の房耐を減ず。 要録

156 

21 2 壬守 行在の官私の蹴舎鵠lま並びに半1;-を陣ず・白地銭も 要韻

刻、半ばを融ず。 162 

29 9 丙lド 臨『安府の公荘、"俄鵠半月をl皮つ。 要韓

18] 

30 3 T:j反 臨'k府で制興 21年以後古司が続l在したfiJJJIiIの賃住は 要録
並びに三分の を蹴ず。 184 

31 12 壬由 再び行在の公私のí~.t拡←月を放つ。 要鯨

195 

津田 8 3 臨法f府及び諸路の官私のllJ悦鑑はj;l百を脚らず、十分 全:丈 27

の三を減ず。 型政59

間3 壬L託 在京及び諸路の層廊銭11の三を減ず。 宋史 35

嘉定 17 12 甲午 雪地〈により京城の官私の房・質地・円税等の銭を)¥:.ず。 米史41

是より祥慶・民異・'"暑には皆免ず。

宝車 フ刊し 11 辛巳 行都及び諸路の公私の倣合鵠は並びに三分を蹴ず。 全文 ]1

成淳 ヌじ 4 丁未 寿崇節により陥安の官私の尉俄地拙を免担判。 宋史46

10 9 了商 天瑞飾により臨安府のA私の房賃錨十日を免徴す。 ;f史47

(注)出典の冊の略称は次の史料のものである。会 食→『宋会要』企賀、会・瑞→『宋会嬰』

瑞異、全文→『楽史全文続賢f台迎蹴』、地政→『皇宋中興両朝型政1，なお数守は巻数または
『宋会要』の頁数を示寸。
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己
主
、
賑
済
に
必
要
な
費
用
は
二
十
三
万
買
に
及
ん
だ
こ
と
等
を
伝
え

る
史
料
が
検
索
さ
れ
る
(
剖
)
。
当
時
の
臨
安
の
人
口
を
六
十
万

t
七
十

万
人
と
仮
定
す
れ
ば
(
担
)
、
貧
民
と
偽
っ
て
賑
済
を
受
け
る
者
も
も
ち

ろ
ん
混
じ
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
で
も
人
口
の
三
分
の
一

1
四

分
の
一
程
度
は
貧
民
・
下
層
民
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

都
市
の
下
層
民
は
宋
代
に
入
り
、
社
会
の
流
動
性
の
高
ま
り
と
と
も

に
憎
加
し
、
都
市
人
口
を
構
成
す
る
要
素
と
な
っ
た
。
彼
ら
は
商
工
業

の
発
達
を
下
か
ら
支
え
る
等
、
都
市
の
繁
栄
に
寄
与
す
る
面
も
あ
っ
た

が
、
様
々
な
問
題
を
引
き
起
こ
し
た
こ
と
も
事
実
で
あ
り
、
行
政
側
は

対
策
を
講
じ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
た
。
宋
代
に
お
け
る
都
市
の
下

層
民
対
策
は
、
北
宋
末
に
整
備
さ
れ
、
基
本
的
な
枠
組
み
が
成
立
し
た

と
言
う
こ
と
が
で
き
る
(
想
。
江
北
か
ら
の
人
口
の
流
入
に
よ
っ
て
下

層
民
が
増
加
し
た
南
宋
の
諸
都
市
は
、
北
宋
の
下
層
民
対
策
を
拡
大
継

承
し
た
が
、
中
で
も
都
で
あ
り
、
下
層
民
が
多
か
っ
た
臨
安
で
は
、
対

策
は
最
も
大
規
模
に
実
施
さ
れ
た
。
そ
こ
で
臨
安
に
お
け
る
下
層
民
対

策
に
つ
い
て
、
以
下
に
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

南宋臨安の空間と社会

2

臨
安
の
下
層
民
対
策

川

救

済

措

置

下
層
民
に
対
す
る
救
済
措
置
と
し
て
、
第
一
に
賑
済
・
賑
躍
が
挙
げ

ら
れ
る
。
屋
外
で
の
労
働
が
困
難
に
な
る
と
同
時
に
、
食
組
事
情
も
逼

迫
す
る
冬
期
に
は
、
下
層
の
人
々
は
飢
餓
状
態
に
陥
り
や
す
か
っ
た
た

め
、
行
政
側
は
賑
済
を
行
っ
た
。
臨
安
で
は
、
賑
済
は
一
回
に
大
人
一

人
当
た
り
左
蔵
南
庫
・
封
椿
庫
等
か
ら
銭
二
百

1
五
百
文
、
豊
儲
倉
等

か
ら
米
一
;
二
斗
が
支
給
さ
れ
る
と
い
う
ケ

l
ス
が
一
般
的
で
あ
っ
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た
。
銭
米
の
支
給
を
受
け
る
人
数
は
、
既
に
紹
介
し
た
通
り
一
回
二
十

万
1
三
十
万
人
近
く
に
及
び
、
総
支
給
額
も
一
回
銭
二
十
万
貫
以
上
、

米
四
万

1
五
万
石
に
驚
る
ケ

l
ス
が
あ
り
、
行
政
側
の
財
政
的
負
担
は

少
な
く
な
か
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
な
お
下
層
民
の
う
ち
、
特
に
乞
巧
に

対
し
て
は
、
十
一
月

1
翌
年
二
月
末
に
か
け
て
、
定
期
的
な
賑
済
も
行

わ
れ
て
い
る
。
ま
た
賑
済
と
並
ん
で
賑
鰹
(
常
平
倉
の
他
、
端
平
倉

平
総
倉
等
か
ら
米
を
放
出
し
、
市
価
よ
り
も
安
〈
販
売
す
る
)
も
実
施

さ
れ
た
(
剖
)
。

救
済
措
置
の
第
二
と
し
て
、
救
済
施
設
の
設
置
が
挙
げ
ら
れ
る
。
臨

安
に
は
、
身
よ
り
の
な
い
老
人
・
寡
婦
・
孤
児
貧
し
い
病
人
身
障

者
乞
巧
等
を
収
容
し
て
救
済
す
る
た
め
、
紹
興
二
年
(
一
二
三
二
、

城
内
外
三
箇
所
に
養
済
院
が
置
か
れ
た
他
、
紹
興
十
三
年
に
は
安
済
坊

が
設
置
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
施
設
は
貧
民
を
収
容
し
、
銭
米
を
支
給

す
る
と
と
も
に
、
病
人
に
対
し
て
は
太
医
局
等
の
医
師
を
派
遣
し
、
治

療
・
施
薬
を
行
っ
た
。
ま
た
臨
安
に
は
、
市
価
よ
り
安
く
(
三
分
の
一

程
度
)
薬
を
販
売
す
る
た
め
、
紹
興
六
年
、
官
営
の
薬
局
に
相
当
す
る

太
平
恵
民
局
及
び
製
薬
所
に
あ
た
る
和
剤
局
が
設
置
さ
れ
た
。
太
平
恵

民
局
は
当
初
城
内
に
四
箇
所
設
け
ら
れ
、
そ
の
後
域
外
に
も
二
箇
所
が

設
置
古
れ
て
い
る
。
臨
安
に
は
太
平
恵
民
局
の
他
、
淳
祐
八
年
(
一
二

四
八
)
に
施
薬
局
と
い
う
官
営
薬
局
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
淳
祐
七
年

に
は
遺
棄
さ
れ
た
子
供
を
収
容
し
、
養
育
者
を
募
集
す
る
慈
幼
局
も
設

け
ら
れ
た
(
号
。

し
か
し
こ
う
し
た
救
済
措
置
は
、
臭
帝
の
恩
沢
を
示
す
た
め
形
式
的

に
行
わ
れ
た
側
面
が
大
宮
く
、
多
く
の
問
題
を
合
み
、
効
果
の
程
は
疑

わ
し
か
っ
た
。
例
え
ば
生
業
に
就
君
、
資
産
も
あ
る
程
度
有
し
て
い
る
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者
が
膏
吏
と
結
託
し
、
貧
民
と
偽
っ
て
賑
済
を
受
け
る
こ
と
が
あ
っ

た
。
『
建
炎
以
来
繋
年
要
録
』
巻
一
七
八
、
紹
興
二
十
七
年
十
月
嬰
丑

条
は
臨
安
で
行
わ
れ
る
賑
済
の
問
題
点
弊
害
を
記
す
が
、
そ
れ
を
見

る
と
「
貧
民
自
姓
名
を
抄
笥
(
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
)
す
る
に
実
な
ら
ず
、

及
び
誌
名
し
て
銭
米
を
冒
請
す
る
」
者
が
跡
を
絶
た
ず
、
ま
た
「
設
捨

の
者
、
家
を
挙
げ
て
皆
支
誇
に
預
か
り
、
而
し
て
貧
饗
の
者
は
反
っ
て

棄
遺
せ
ら
」
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
太
平
恵
民
局
に
関
し
て

は
、
散
文
豹
の
『
吹
剣
録
外
集
』
に

今
、
恵
民
局
は
薬
剤
貴
〈
し
て
薬
価
廉
き
を
以
て
す
る
も
、
名
は

存
す
と
離
も
而
る
に
実
は
則
ち
浪
ぷ
。
其
の
事
を
職
と
す
る
者
は

太
府
丞
な
り
。
惟
だ
薬
材
に
通
暁
す
る
あ
た
わ
ざ
る
の
み
に
あ
ら

ず
し
て
、
膝
か
に
遷
り
焚
か
に
易
わ
り
、
亦
職
業
に
究
心
す
る
に

暇
あ
ら
ず
。
所
謂
四
局
の
官
は
、
止
だ
受
成
に
お
い
て
坐
し
て
時
間

に
す
る
の
み
。
惟
だ
吏
輩
其
の
間
に
寝
慮
す
る
の
み
に
し
て
、
出

入
変
化
は
皆
其
の
手
に
在
り
。
薬
材
は
既
に
苦
悪
に
し
て
薬
料
は

又
た
減
麿
し
、
梢
や
貴
細
の
薬
あ
れ
ば
則
ち
留
め
、
権
貴
の
需
め

に
応
ず
。
四
局
の
売
る
所
の
者
は
惟
だ
泥
常
の
獄
議
の
み
に
し
て

鉄
け
る
者
多
く
、
而
し
て
購
う
者
も
亦
た
宰
な
り
。
一
局
の
輸

費
、
数
を
為
す
こ
と
質
ら
れ
ず
。
民
は
其
の
名
を
拝
し
、
吏
は
其

の
実
を
享

f
。
故
に
都
人
恵
民
局
を
謂
い
て
恵
官
局
と
為
し
、
和

剤
局
を
和
吏
局
、
と
為
す
。

と
記
さ
れ
る
よ
う
な
有
様
で
あ
っ
た
。
即
ち
恵
民
局
を
統
轄
す
る
太
府

寺
丞
や
恵
民
局
の
官
は
医
薬
に
関
す
る
知
識
や
熱
意
に
乏
し
く
、
一
方

膏
吏
は
貴
重
な
薬
剤
を
横
流
し
た
り
、
多
大
な
経
費
を
着
服
し
た
り
し

て
お
り
、
薬
局
で
は
ま
と
も
な
薬
が
売
ら
れ
て
お
ら
ず
、
薬
を
購
入
す

る
者
も
稀
で
あ
っ
在
と
い
う
の
で
あ
る
。
臨
安
の
住
民
に
安
価
な
薬
剤

を
販
売
す
る
と
い
う
恵
民
薬
局
本
来
の
機
能
は
、
果
た
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

凶
埋
葬
に
関
わ
る
問
題
へ
の
対
応

宋
代
の
都
市
で
は
、
墓
地
の
不
足
や
埋
葬
費
用
が
支
払
え
な
い
等
の

理
由
か
ら
、
下
層
民
が
死
体
を
城
門
の
外
等
に
遺
棄
す
る
こ
と
が
日
常

化
し
て
い
た
。
ま
た
仏
教
伯
普
及
に
伴
い
、
下
層
民
は
し
ば
し
ば
死
体

を
火
葬
(
寺
院
に
付
設
さ
れ
た
火
葬
場
乃
化
入
場
)
等
で
死
体
を
焼

き
、
遺
骨
は
遺
棄
す
る
)
し
た
。
死
体
の
遺
棄
は
疫
病
等
の
流
行
を
招

く
し
、
火
葬
は
親
か
ら
も
ら
っ
た
身
体
を
殴
損
す
る
こ
と
に
他
な
ら

ず
、
親
の
身
体
を
火
葬
す
る
場
合
は
な
お
さ
ら
不
孝
に
あ
た
る
と
し

て
、
儒
学
者
や
官
僚
の
批
判
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
(
号
。
そ
こ
で
行

政
側
は
北
宋
末
の
嵐
官
寧
三
年
(
一
一

O
四
)
、
都
市
の
郊
外
に
湘
沢
圏

と
い
う
共
同
墓
地
・
無
縁
墓
地
を
設
け
、
下
層
民
に
棺
銭
・
棺
槻
銭
・

棺
敏
銭
等
と
称
さ
れ
る
埋
葬
費
を
支
給
し
て
死
体
を
埋
葬
さ
せ
る
と
と

も
に
、
放
置
さ
れ
た
死
体
や
身
寄
り
J

の
な
い
者
の
死
体
を
行
政
側
が
埋

葬
す
る
こ

k
と
し
た
(
訂
)
。

と
こ
ろ
が
漏
沢
園
の
多
く
は
北
宋
末

8
南
宋
初
め
の
動
乱
の
さ
中
、

宮
府
や
豪
民
に
よ
っ
て
占
価
さ
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
紹
興
十
四
年
に

詔
が
下
さ
れ
、
臨
安
及
び
諸
路
州
軍
に
漏
沢
闘
が
再
建
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。
臨
安
で
は
臨
安
府
に
命
じ
て
占
佃
さ
れ
て
い
る
漏
沢
園
を
拘

収
さ
せ
、
境
界
線
を
画
定
し
、
僧
侶
二
名
を
選
ん
で
管
理
に
あ
た
ら

せ
、
埋
葬
す
る
遺
骸
が
二
百
を
超
え
た
者
に
は
紫
衣
一
道
を
賜
与
し
、

毎
月
銭
米
を
支
給
す
る
、
等
が
定
め
ら
れ
た
。

臨
安
の
漏
沢
閣
は
再
建
さ
れ
た
後
、
時
代
を
経
る
に
し
た
が
い
増
設
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さ
れ
た
が
、
一
方
で
占
佃
の
問
題
が
絶
え
ず
つ
き
ま
と
っ
て
い
た
形
跡

が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
臨
安
の
人
口
は
増
大
を
続
け
て
お
り
、
そ
う
し

た
状
況
の
中
で
漏
沢
園
が
十
分
な
広
さ
を
保
ち
、
墓
地
と
し
て
十
分
に

機
能
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
加
え
て
漏
沢
園
は
城
内
か

ら
遠
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
、
こ
の
点
で
も
不
便
で
あ
っ
た
(
号
。

漏
沢
園
再
建
後
も
火
葬
は
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
と
見
ら
れ
、
『
宋
会

要
』
食
貨
五
八
二
七
「
賑
貸
」
、
嘉
定
二
年
(
一
二

O
九
)
四
月
二

日
条
に
は
、
行
政
側
が
化
入
場
を
一
旦
撤
去
し
て
お
宮
な
が
ら
、
貧
民

の
埋
葬
に
不
便
で
あ
る
と
し
て
、
結
局
復
活
さ
せ
た
こ
と
を
伝
え
る
記

事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
頗
る
長
文
で
あ
る
た
め
、
概
要
を
示
せ
ば
次

の
よ
う
に
な
る
。

ま
ず
都
省
が
「
臨
安
の
化
入
場
の
中
に
は
設
置
の
年
代
が
古
く
、

〔
祭
記
施
設
の
近
〈
に
あ
る
こ
と
か
ら
〕
禁
地
に
組
み
込
ま
れ
て
撤
去

さ
れ
た
も
の
も
多
く
、
[
遠
く
離
れ
た
墓
地
ま
で
遺
体
を
運
ば
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
り
、
埋
葬
費
用
が
嵩
ん
だ
り
し
て
〕
貧
民
に
不
便
で

あ
る
」
と
上
言
し
た
。
そ
こ
で
臨
安
府
に
詔
が
下
さ
れ
、
実
情
を
調
査

さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
臨
安
府
は
「
城
外
東
側
、
東
青
門
の
外
の
化

入
場
の
う
ち
、
九
宮
貴
神
壇
等
の
祭
租
施
設
に
近
い
も
の
十
六
箇
所
は

〔
禁
地
に
組
み
込
ま
れ
た
た
め
〕
逐
次
撤
去
さ
れ
た
が
、
そ
の
う
ち
金

輪
院
・
党
天
院
に
付
設
さ
れ
た
化
入
場
は
、
嘉
泰
年
間
(
二
一

O
一
1

0
四
)
以
後
新
た
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
、
古
く
か
ら
置
か
れ
て
い
る

化
入
場
と
は
異
な
る
」
と
報
告
し
た
。
そ
こ
で
詔
が
下
吉
れ
、
現
存
す

る
臨
安
の
化
入
場
は
も
と
ど
お
り
存
続
さ
せ
る
他
、
撤
去
し
た
十
六
箇

所
の
化
入
場
に
つ
い
て
も
、
金
輪
究
天
両
院
に
付
設
さ
れ
た
新
し
い

も
の
を
除
く
十
四
箇
所
は
復
活
し
て
火
葬
を
許
し
、
も
し
和
壊
で
祭
紀
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が
行
わ
れ
る
時
に
は
、
三
日
前
に
化
人
場
の
あ
る
寺
院
の
僧
侶
に
通
知

し
て
火
葬
を
行
わ
せ
な
い
こ
と
に
な
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の

史
料
か
ら
は
、
行
政
側
が
建
前
上
は
火
葬
を
非
難
し
な
が
ら
、
現
実
に

は
言
わ
ば
必
要
悪
、
と
し
て
黙
認
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

同
住
宅
に
関
わ
る
問
題
へ
の
対
応

借
家
に
住
む
下
層
民
に
対
し
て
は
、
屋
外
で
の
労
働
が
困
難
に
な
る

暑
中
厳
冬
期
や
長
雨
・
降
雪
時
の
他
、
火
災
の
発
生
後
、
大
礼
や
朝

廷
・
宮
中
の
慶
事
等
白
際
に
、
家
賃
の
一
定
期
間
(
三
日

1
一
箇
月
)

の
免
除
も
し
く
は
減
額
士
一
一
分
の
一
程
度
)
令
が
下
さ
れ
た
(
表
2
1

か
か
る
減
免
措
置
に
は
、
借
家
を
経
営
す
る
有
力
者
が
不
当
に
家
賃
を

つ
り
上
げ
る
の
を
抑
制
し
よ
う
と
い
う
意
図
も
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
が
、
有
力
者
は
減
免
A

す
に
は
容
易
に
従
わ
な
か
っ
た
(
想
。
中

に
は
『
歴
代
名
臣
奏
議
』
巻
三

O
七
「
災
祥
」
が
載
せ
る
衰
説
友
田
上

言
に

ふ
た

頃
歳
、
朝
廷
両
た
び
房
金
を
錫
滅
す
る
の
令
を
下
す
は
、
蓋
し
余

り
有
る
よ
り
取
り
て
以
て
足
ら
ざ
る
に
恵
ま
ん
と
欲
す
れ
ば
な

り
。
細
民
の
賜
を
受
く
る
こ
と
誠
に
軽
か
ら
ざ
る
と
為
す
。
再
び

減
ず
る
の
後
、
今
己
に
八
年
、
而
し
て
有
力
の
家
、
新
た
に
房
廊

を
掛
り
、
悉
く
皆
高
く
賃
値
を
定
め
、
以
て
将
来
の
裁
減
に
備

う
。
都
城
の
新
屋
、
尤
も
他
州
に
倍
す
。

と
記
さ
れ
る
が
如
〈
、
減
免
令
が
出
さ
れ
る
の
を
見
越
し
て
、
あ
ら
か

じ
め
家
賃
を
高
く
設
定
す
る
経
営
者
も
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
減
免
令

に
対
す
る
有
力
者
の
巧
妙
な
や
り
方
が
う
か
が
え
て
興
味
深
い
。

な
お
住
宅
に
関
し
て
は
、
既
述
の
如
く
、
下
層
民
が
街
路
・
運
河
河

岸
等
を
占
拠
し
て
住
居
を
建
て
た
り
、
露
庖
屋
台
を
出
し
た
り
す
る
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と
い
う
問
題
に
対
し
て
も
、
行
政
側
は
撤
去
を
行
う
等
の
対
応
を
余
儀

な
く
さ
れ
て
い
た
。

因
み
に
都
市
の
下
層
民
対
策
は
元
・
明
・
清
へ
と
継
承
さ
れ
た
が
、

形
骸
化
・
固
定
化
が
進
み
、
現
実
か
ら
の
講
離
が
一
層
大
き
く
な
っ
た

た
め
、
中
で
も
救
済
措
置
は
善
会
・
善
堂
等
が
実
質
的
に
担
う
よ
う
に

な
っ
た
。
ま
た
都
市
の
下
層
民
は
明
代
に
な
る
と
、
税
役
の
賦
課
や
借

家
の
家
賃
等
を
め
ぐ
り
改
革
運
動
、
き
ら
に
は
叛
乱
(
都
市
民
変
)
を

起
こ
す
ま
で
に
な
り
、
行
政
側
は
新
た
な
対
応
を
迫
ら
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
(
叩
)
。

お
わ
り
に

以
上
、
主
と
し
て
筆
者
の
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
依
り
な
が
ら
、
大
量

の
移
住
者
白
存
在
と
い
う
点
に
着
目
し
つ
つ
、
臨
安
の
空
間
と
社
会
に

つ
い
て
通
観
し
た
。
住
宅
事
情
に
日
を
向
け
る
と
、
皇
族
・
官
僚
を
は

じ
め
武
将
・
宣
官
膏
吏
禁
軍
兵
士
、
さ
ら
に
は
そ
の
日
暮
ら
し
の

貧
民
に
至
る
ま
で
、
多
様
且
つ
大
量
の
移
住
者
が
流
入
し
た
臨
安
で

は
、
坊
制
の
よ
う
な
住
民
を
空
間
的
に
強
〈
規
制
す
る
制
度
が
存
在
し

な
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
住
宅
に
よ
る
街
路
の
不
法
占
拠
や
住
宅
の

密
集
に
伴
う
火
災
の
延
焼
等
、
様
々
な
問
題
が
生
じ
て
い
た
。
臨
安
の

住
宅
事
情
は
、
都
で
あ
り
な
が
ら
か
な
り
無
秩
序
で
あ
っ
た
と
見
な
さ

れ
る
。
ま
た
臨
安
に
は
貧
民
・
下
層
民
が
多
く
、
そ
の
数
は
人
口
の
三

分
の
一

1
四
分
の
一
に
ま
で
達
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
結
果
、
行
政
側

は
放
済
措
置
を
は
じ
め
、
埋
葬
や
住
宅
問
題
に
至
る
ま
で
、
大
規
模
日

つ
広
範
囲
な
下
層
民
対
策
を
実
施
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
し

か
し
対
策
の
実
態
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
と
、
中
に
は
形
式
的
に
行

わ
れ
た
り
、
不
徹
底
で
あ
っ
た
り
し
て
、
効
果
の
ほ
ど
が
疑
わ
し
い
も

の
も
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

編
安
に
つ
い
て
、
今
後
検
討
を
要
す
る
零
麹
は
数
多
い
が
、
さ
し
あ

た
り
筆
者
が
考
え
て
い
る
の
は
次
の
二
点
で
あ
る
。
第
一
に
、
臨
安
は

紹
興
十
二
年
の
宋
金
和
議
締
結
後
、
南
宋
の
事
実
上
の
都
と
し
て
定
着

し
た
。
即
ち
臨
安
は
和
議
締
結
後
、
一
世
紀
以
上
に
わ
た
っ
て
南
宋
の

都
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
臨
安
に
関
す
る
研
究
に
は
静
態
的
な

も
の
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
臨
安
が
都
と
し
て
定
着
す
る
以
前
、

で
き
れ
ば
北
宋
時
代
く
ら
い
ま
で
も
視
野
に
入
れ
、
臨
安
の
空
間
・
社

会
・
都
市
行
政
等
の
推
移
や
変
化
を
、
よ
り
鍬
密
に
跡
づ
け
て
み
る
必

要
が
あ
ろ
う
。

第
二
と
し
て
、
臨
安
と
臨
安
以
外
白
江
南
の
都
市
や
華
北
の
都
市
、

或
い
は
歴
代
中
国
の
都
、
中
国
以
外
の
都
市
等
と
め
比
較
を
通
じ
て
、

臨
安
の
持
つ
特
徴
を
よ
り
一
層
具
体
的
・
鮮
明
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
る

と
と
も
に
、
特
徴
を
生
み
出
し
た
背
景
が
何
で
あ
っ
た
の
か
を
明
ら
か

に
す
る
作
業
も
、
今
後
不
可
欠
と
考
え
ら
れ
る
。

、王(
1
)

拙
稿

ω
「
南
宋
初
期
の
巡
幸
論
」
(
『
愛
媛
大
学
法
文
学
部
論

集
人
文
学
科
編
』
一
五
、
ニ

O
O三
年
)
、
②
「
南
宋
の
国
都

臨
安
の
建
設
|
|
紹
興
年
聞
を
中
心
と
し
て
1
1
1」
(
『
宋
代
史

研
究
会
研
究
報
告
第
八
集
宋
代
の
長
江
流
域
l

|社
会
経
済

史
の
視
点
か
ら

l
l』
、
汲
古
書
院
、
二

O
O六
年
)
、
①
「
南

宋
の
皇
帝
祭
砲
と
臨
安
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
六
九
1
四
、
二

O

二
年
)
。
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(
2
)

拙
稿
①
「
南
宋
臨
安
の
下
層
民
と
都
市
行
政
」
(
『
愛
媛
大
学

法
文
学
部
論
集
人
文
学
科
編
』
二
一
、
二

O
O六
年
)
、
②

「
南
宋
臨
安
禁
軍
的
研
究
序
説
」
(
『
南
宋
史
及
南
宋
都
城
臨
安

研
究
』
(
上
)
、
人
民
出
版
社
、
二

O
O九
年
)
、
③
「
南
宋
臨

安
の
三
街
」
(
『
愛
媛
大
学
法
文
学
部
論
集
人
文
学
科
編
』
二

六
、
二

O
O九
年
)
、
④
「
南
宋
臨
安
に
お
け
る
禁
軍
の
駐
屯

と
そ
の
影
響
」
(
『
愛
媛
大
学
法
文
学
部
論
集
人
文
学
科
編
』
一
一

七
、
ニ

O
O六
年
)
、
⑤
「
南
宋
臨
安
と
東
南
会
子
」
(
『
愛
媛

大
学
法
文
学
部
論
集
人
文
学
科
編
』
三
一
、
二

O
二
年
)
。

(
3
)

拙
稿
①
「
南
宋
臨
安
田
住
宅
を
め
ぐ
っ
て
」
(
『
愛
媛
大
学
法

文
学
部
論
集
人
文
学
科
編
』
一
九
、
二

O
O五
年
)
、
②
「
南

宋
臨
安
城
外
に
お
け
る
人
口
の
増
大
と
都
市
領
域
の
拡
大
」

(
『
愛
媛
大
学
法
文
学
部
論
集
人
文
学
科
編
』
二
三
、
二

O
O七

年)。

(
4
)

以
上
、
臨
安
が
南
宋
の
事
実
上
回
都
、
と
な
る
経
緯
に
つ
い
て

は
註

(
1
)
拙
稿
に
よ
る
。

(
5
)

北
宋
杭
州
、
南
宋
臨
安
の
人
口
に
つ
い
て
は
近
藤
一
成
「
知

杭
州
蘇
棋
の
救
荒
策
」
(
『
宋
代
史
研
究
会
研
究
報
告
第
一
集

宋
代
の
社
会
と

X
化
』
、
汲
古
書
院
、
一
九
八
三
年
後
『
宋

代
中
国
科
挙
社
会
の
研
究
』
、
汲
古
書
院
、
二

O
O九
年
に
再

録
)
、
林
正
秋
『
南
宋
都
城
臨
安
』
(
西
冷
印
社
出
版
、
一
九
八

六
年
)
、
斯
波
義
信
『
米
代
江
南
経
済
史
の
研
究
』
(
東
京
大
学

東
洋
文
化
研
究
所
、
一
九
八
八
年
)
、
沈
冬
梅
「
宋
代
杭
州
人

口
考
排
」
(
漆
侠
主
編
『
宋
史
研
究
論
文
集
!
|
国
際
宋
史
研

討
会
輩
中
国
宋
史
研
究
会
第
九
屈
年
金
編
刊
』
河
北
大
学
出
版
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社
、
二

O
O
二
年
)
、
徐
吉
軍
『
南
宋
都
城
臨
安
』
(
杭
州
出
版

社
、
二

O
O八
年
)
等
に
お
い
て
検
討
が
為
さ
れ
て
い
る
。

(6)

以
上
、
有
力
者
の
邸
宅
の
分
布
や
所
有
田
経
緯
に
関
す
る
記

述
は
註

(
3
)
拙
稿
①
、
一

O
八
1
一
一
一
頁
に
よ
る
。
な
お

行
政
側
が
住
宅
を
撤
去
す
る
際
に
は
、
住
宅
白
規
模
(
間
数
)

に
応
じ
て
般
(
搬
)
家
銭
と
称
さ
れ
る
立
ち
退
き
料
を
支
払
う

こ
と
が
あ
っ
た
。
般
家
銭
に
つ
い
て
は
註

(
3
)
拙
稿
①
、
一

一三

1
一
一
四
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
7
)

楊
存
中
の
邸
宅
は
『
斉
東
野
語
』
巻
四
「
楊
府
水
渠
」
、
秦

槍
の
邸
宅
は
『
建
炎
以
来
繋
年
要
録
』
巻
一
五
三
、
紹
興
十
五

年
六
月
内
戊
条
、
陸
瀞
『
老
学
施
筆
記
』
巻
ゴ
一
、
王
継
先
の
邸

宅
は
『
三
朝
北
盟
会
編
』
巻
二
三

O
、
紹
興
三
十
一
年
八
月
十

一
日
条
等
の
史
料
に
見
て
い
る
。

(
B
)

劉
公
正
の
邸
宅
に
よ
る
西
湖
の
水
質
汚
染
は
『
戚
淳
踊
安

志
』
巻
三
三
「
湖
・
六
井
」
に
、
王
継
先
の
借
家
・
貸
倉
庫
に

よ
る
街
路
・
運
河
の
不
法
占
拠
は
『
三
朝
北
盟
会
編
』
の
同
右

記
事
中
に
見
え
る
。

(
9
)

『
成
淳
臨
安
志
』
巻
三
五
「
河
・
域
内
」
。

(
叩
)
一
例
と
し
て
『
宋
会
要
』
方
域
一

O
l八
「
道
路
」
、
淳
照

七
年
六
月
二
十
三
日
条
が
挙
げ
ら
れ
る
。

(
刊
)
就
糧
禁
軍
の
軍
営
の
所
在
地
に
つ
い
て
は
、
註

(
2
)
拙
稿

④
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
吃
)
賄
と
は
域
内
外
に
設
け
ら
ね
た
、
言
わ
ば
警
察
・
防
火
管
区

で
あ
る
。
臨
安
の
域
内
で
は
、
腐
は
南
宋
初
期
に
東
西
の
二
つ

が
設
け
ら
れ
て
い
た
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
増
加
し
て
い
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吉
、
南
宋
末
に
は
九
つ
(
左
一
南
・
左
一
北
・
左
二
・
左
三
・

右
一
・
右
二
・
有
三
右
四
宮
城
』
刷
)
に
な
っ
た
。
即
ち
宮

城
一
帯
に
宮
城
閥
、
御
街
の
西
側
に
左
一
南
・
左
一
北
左

一
了
左
三
一
廟
、
東
側
に
右
一
・
右
二
・
右
コ
了
右
四
隔
が
設
け

ら
れ
た
。
城
内
の
廟
の
詳
細
に
つ
い
て
は
註

(
1
)
拙
稿
②
、

一
九
五

I
一
九
六
頁
、
註

(
2
)
拙
稿
③
、
六
八

1
七
二
頁
を

参
回
附
さ
れ
た
い
。

(
m
M
)

官
僚
・
文
人
等
の
住
宅
の
所
在
は
朱
彰
『
南
宋
古
蹟
孜
』
、

徐
吉
軍
『
南
宋
臨
安
社
会
生
活
』
(
杭
州
出
版
社
、
二
O
二

年
)
一
一
一
一
一

1
一
八
O
頁
等
に
お
い
て
考
証
が
な
さ
れ
て
い

る
。
官
舎
に
つ
い
て
は
『
成
淳
臨
安
志
』
巻
一
O
「
行
在
所

録
・
官
宇
」
等
に
見
え
る
。

(
川
)
呉
山
・
万
松
嶺
鳳
風
山
一
帯
に
お
け
る
住
宅
の
建
設
状
況

は
『
夷
竪
乙
志
』
巻
二
ハ
「
劉
供
奉
犬
」
、
『
宋
会
要
』
食
貨
八

四
九
「
渠
」
、
淳
照
七
年
六
月
三
十
日
条
、
「
夢
梁
録
』
巻
一

一
「
嶺
」
等
に
見
え
て
い
る
。

(
日
間
)
晦
安
域
外
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
註

(
3
)
拙
稿
②
を
参
照

さ
れ
た
い
。
因
み
に
域
外
の
賄
に
つ
い
て
述
べ
る
と
、
紹
興
十

一
年
に
械
南
左
府
・
城
北
右
廟
が
設
付
ら
れ
、
そ
の
後
乾
道
年

間
(
一
二
ハ
五

1
七
一
二
)
ま
で
に
は
城
南
左
屈
の
中
に
城
東
胞

が
、
城
北
右
廟
の
中
に
城
西
閥
が
さ
ら
に
設
け
ら
れ
た
。

(
市
)
火
巷
の
設
置
は
『
宋
会
要
』
瑞
異
二
三
六
「
火
災
」
、
紹

輿
三
年
十
一
月
二
十
二
日
晶
君
、
方
域
一
O
|
七

1
八
「
道
路
」
、

紹
興
三
年
十
二
月
九
日
条
等
に
見
え
る
。

(
げ
)
以
上
、
有
力
者
の
不
動
産
投
資
に
つ
い
て
の
記
述
は
註

(
3
)
拙
稿
②
、
二
一
五
:
一
二
六
頁
に
よ
る
。

(
叩
)
『
夷
竪
志
補
』
巻
一
七
「
王
嬰
薦
居
間
宅
」
に
は
南
宋
初
期
の

臨
安
城
内
に
お
い
て
、
住
宅
一
軒
が
五
万
質
し
た
と
い
う
記
事

が
見
え
る
。

(
叩
)
曹
彦
約
『
日
田
谷
集
』
巻
一
一
一
「
上
丞
相
論
都
城
火
災
節
子
」
。

(
却
)
臨
安
の
下
層
民
・
貧
民
の
種
扇
や
収
入
の
詳
細
に
つ
い
て
は

註

(
2
)
拙
稿
①
、
二
一

0
1
一
二
五
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
引
)
『
宋
会
要
』
食
貨
六
八
八
九
「
賑
貸
」
、
淳
岡
山
十
六
年
六
月

十
一
日
条
。

(
忽
)
臨
安
の
人
口
は
註

(
5
)
所
載
の
諸
論
考
に
よ
る
。

(
お
)
北
宋
末
に
お
け
る
下
層
民
対
策
の
整
備
は
、
例
え
ば
梅
原
郁

「
宋
代
の
救
済
制
度
1
i
l都
市
の
社
会
史
に
よ
せ
て
l
l
l」
(
中

村
賢
二
郎
編
『
都
市
の
社
会
史
』
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九

八
三
年
)
に
お
い
て
検
討
が
為
さ
れ
て
い
る
ロ

(
剖
)
以
上
、
臨
安
に
お
け
る
賑
済
に
つ
い
て
の
記
述
は
註

(
2
)

拙
稿
①
、
二
一
六

1
一
二
九
頁
に
よ
る
。
賑
艇
は
『
宋
会
要
』

食
貨
五
九
|
一
一
一
六
「
値
災
」
、
紹
贋
三
十
一
年
正
月
二
十
二
日

条
、
『
宋
史
全
文
続
資
治
通
鑑
』
巻
三
二
、
端
平
三
年
(
一
二

三
六
)
七
月
発
巳
条
、
『
宋
史
』
巻
一
七
八
食
貨
志
「
振
岨
」
、

景
定
元
年
(
一
二
六
O
)
条
等
に
見
え
て
い
る
。

(
お
)
以
上
、
臨
安
の
救
済
施
設
に
つ
い
て
の
記
述
は
誼

(
2
)
拙

稿
①
、
一
二
九

1
一
一
三
買
に
よ
る
。

(
部
)
火
葬
の
状
況
や
火
葬
に
対
す
る
批
判
は
宮
崎
市
定
「
中
国
火

葬
考
」
(
『
塚
本
博
士
頒
寿
記
念
仏
教
史
学
論
集
』
、
一
九
六
一

年
、
後
『
宮
崎
市
定
全
集
』
一
七
、
岩
波
書
応
、
一
九
九
三
年
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に
再
録
)
、
川
勝
守
「
東
ア
ジ
ア
世
界
に
お
け
る
火
葬
法
の
文

化
史
i
|
三

1
一
四
世
相
に
つ
い
て
|
|
」
(
『
九
州
大
学
東
洋

史
論
集
』
一
八
、
一
九
九

O
年
)
、
中
純
夫
「
火
葬
を
め
ぞ
る

若
干
の
問
題
に
つ
い
て
|
|
明
清
を
中
心
に

!
l」
(
遠
藤
隆

俊
・
井
上
徹
編
『
宋
明
宗
族
の
研
究
』
、
汲
古
書
院
、
二

O

O
五
年
)
等
に
お
い
て
検
討
が
為
さ
れ
て
い
る
。

(
閉
山
)
漏
沢
園
の
設
置
は
註
(
幻
)
梅
原
論
文
、
二
一

0
1
一一一一

頁
に
よ
る
。

(
お
)
以
上
、
臨
安
に
お
け
る
漏
沢
闘
の
再
建
運
営
状
況
増

加
問
題
点
等
に
つ
い
て
の
記
述
は
註

(
2
)
拙
稿
①
、
一
三

五
3
一
三
七
頁
に
よ
る
。

(
m
O
)

こ
の
点
に
つ
い
て
の
群
細
は
註

(
2
)
拙
稿
む
、
一
四
一
頁

を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
鈎
)
明
清
時
代
の
救
済
措
置
及
び
普
会
善
盤
に
つ
い
て
は
夫
馬
進

『
中
国
善
会
善
堂
史
研
究
』
(
同
朋
舎
、
一
九
九
七
年
)
、
都
市

の
下
層
民
に
よ
る
改
革
連
覇
・
都
市
民
変
に
関
し
て
は
同
「
明

末
の
都
市
改
革
と
杭
州
民
変
」
(
『
東
方
学
報
』
京
都
、
四
九
、

一
九
七
七
年
)
等
に
お
い
て
検
討
が
為
さ
れ
て
い
る
。
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